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１ 環境基本条例の概要と構成

条例の目的 環境の保全及び創造についての基本理念、市民・事業者・市の責務、施策の基本的事項を定めることにより、

環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な

生活の確保に寄与すること（第１条）

制定の根拠 環境基本法第七条及び第三十六条に基づき、本市の環境特性を踏まえた環境基本条例を平成８年に制定

見直し根拠 環境基本条例第25条

平成23年４月改正時に、「平成23年４月１日後６年以内及び以後５年以内ごとの見直し」を規定

平成23年(2011年)４月 → 平成28年(2016年)４月 → 令和３年(2021年)４月 → 令和６～７年度見直し

環境基本条例の概要
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環境基本条例の構成

第１章 総則

第２章 環境の保全及び創造に
関する施策の基本方針

第３章 環境の保全及び創造に
関する施策等

第４章 環境審議会

第５章 雑則

目的、他の条例との整合、定義、基本理念、市民・事業者・市の責務（第１～７条）

施策の基本方針（第８条）

環境基本計画、環境への配慮等、年次報告、総合調整等、規制の措置、
施設整備等の推進、水環境の保全等、水循環の健全化等、気候変動への対応、
教育及び学習の振興等、市民等の自発的な活動の促進、情報の提供、調査の実施等、
市民等の意見の反映、財政上の措置（第９～23条）

環境審議会の設置等（第24条）

条例の見直し（第25条）

１）自然環境に配慮し、人と自然が安心・安全で豊かに共生する環境を
保全・創出する。

２）大気・水・土壌等を良好に保ち、人の健康と生活環境を保全する。
３）資源の循環利用やエネルギーの有効利用、廃棄物削減を推進し、

環境負荷の少ない循環型社会の構築と脱炭素社会への移行を進める。



２ 過去の条例改正の経緯

（１）平成23年４月の主な改正内容

①前文の見直し

ア 本市の概要に関する文章を追加

イ 環境問題の多様化に伴い内容を整理

ウ 「市民、事業者、市の協働」についての記述を追加

②第２条の追加

「基本事項を定める他の条例との整合」について規定

③第８条（旧第７条）の見直し

「基本方針」について「自然環境の保全と創出」を第２号から第１号へ変更

④第15条の追加

「水環境の保全等」について規定

⑤第24条（旧第20条）の見直し

ア 環境審議会の性格（条例設置の附属機関であること）を明記

イ 多岐に亘る環境課題を審議するため、環境審議会委員定数を増とするとともに部会及び専門委員の設置を規定
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（２）平成28年４月の主な改正内容

①第16条（旧第15条の２）（水循環の健全化）の追加

ア 平成26年(2014年)に水循環基本法が施行（地方公共団体の責務が規定）

イ 本市の水循環に関する視点として、「健全な水循環の維持又は回復に資する取り組み」について規定

②第18条（旧第16条）関係（教育及び学習の振興等）

ア 環境教育・環境学習の振興について、普及啓発、人材育成及び連携・協働の拡充を位置付け

イ 努力義務規定から義務規定に改正



２ 過去の条例改正の経緯

①前文の見直し

「気候変動」、「海洋汚染」など現在の環境課題と、「深刻化」など状況に関する内容を整理

②第４条の見直し

前文に合わせて表現を整理

③第８条（３）の見直し

脱炭素社会への移行を進めるため、「低炭素社会の構築」を削除し「脱炭素社会への移行」を明記

④第14条関係（施設整備等の推進）

ア 「廃棄物の処理施設及び公園、緑地等」という文言について、施設整備においては廃棄物処理施設以外にも道路や

港湾施設などが考えられることから、「その他の公共施設」を追記

イ 施設整備の目的（良好な環境の保全・創造による快適な市民生活の保持）を明記するとともに、整備だけでなく

維持管理や運営管理（利活用）を含む表現に整理

⑤第17条（気候変動への適応）の追加

ア 平成30年(2018年)に気候変動適応法が施行

イ 地球温暖化及び気候変動への対応が環境政策の大きな柱である現状を踏まえ、気候変動へ対応する措置を規定

（３）令和３年４月（前回見直し）の主な改正内容
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３ 条例の運用状況及び実施効果について

⇒ 参考資料「環境基本条例の運用状況・実施効果」をご覧ください。

✓ 第２章第８条「環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施」については、環境基本計画をはじめ、
分野別計画や関連計画に位置付けた各種施策を実施・推進

✓ 第３章「環境の保全及び創造に関する施策等」については、各種施策を実施するとともに、第11条
「年次報告」に基づき、毎年度、環境基本計画の進捗状況を取りまとめた年次報告書を作成・公表

✓ 第４章第22条「環境審議会」については、適切な審議会運営の推進

条例の運用状況や実施効果については概ね良好

見直しにあたり、条例の運用状況及び実施効果を勘案し、第１条（条例の目的）の
達成状況を確認しました。

条例に規定した施策等はいずれも概ね良好に運用されていることから、条例の目的であ
る「現在および将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保」の達成に寄与している
と考えられます。

環境の保全及び創造に関する施策として、環境基本計画をはじめ分野別計画や関連計画
に位置付けた各種施策を引き続き推進することで、現在および将来の市民が持続的に環境
の恵みを享受できる横須賀の実現が図られています。

4



①国内外の動向（前回見直し以降）

・生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)「昆明・モントリオール生物多様性枠組」採択（令和４年）

・「生物多様性国家戦略2023-2030」閣議決定（令和５年）

②本市の状況

ア）条例

・環境基本条例の運用状況及び実施効果は概ね良好

・みどりの基本条例第４条（基本理念）

・みどりの基本条例における生物多様性の考え方について、部会にて審議中

イ）計画

・横須賀市環境基本計画2030 基本目標１ 施策の柱３「生物多様性の保全・再生と活用」

・横須賀市みどりの基本計画 改定中

ウ）施策

・里山的環境保全・活用事業、30by30アライアンス参加、自然共生サイト認定取得(野比かがみ田緑地)等

４ 前回の審議会におけるご意見について
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生物多様性保全について、まずは環境基本条例の中でどう取り扱うかということを十分検討する必要
がある。生物多様性対策について国際的な議論などが活発になってきて方向性が見えてきたのはつい最
近である。非常に流動的であるがゆえに、きちんと現状と将来を評価して、条例の中でどのように取り
扱うかを考えなくてはならないのではないか。

・ご意見［髙梨委員］

生物多様性については、現行条例や互いに整合を図ることとしているみどりの基本条例に基づき、環
境基本計画2030の「施策の柱」の一つとして設定しています。

条例の運用状況は概ね良好であること、計画に位置付けた施策の方向性や取組に基づき生物多様性保
全が図られていることから、引き続き計画において対応していきたいと考えています。

みどりの基本条例第４条（基本理念）

(2) みどりは、多様な生物が生息し、生育し、

及び繁殖する場所であることに配慮すること。
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５ 今後のスケジュール

本日ご審議いただきたいこと

⚫ 条例の見直しにあたり、検討すべき事項はあるか

⚫ 条例の運用上の課題や反映すべき事項はあるか

R6年度 R７年度

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

審議
（本日）

審議
（素案）

審議
（案） 答申パブリック・

コメント手続



環境基本条例の運用状況・実施効果

運用状況 実施効果
第2章
環境の保
全及び創
造に関す
る施策の
基本方針

第8条　市は、基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項を基本として環境の保全及び創造に
関する施策を策定及び実施するものとする。
(1)　丘陵地及び斜面地の緑、自然海岸、自然島等の自然の豊かさ並びにがけ地、活断層等の
自然の厳しさが共存する本市の自然環境に配慮して、人と自然が安全で安心して豊かに共生
する環境を保全し、及び創出すること。
(2)　大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の
保全を図ること。
(3)　資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量化等の推進を図り、環境へ
の負荷の少ない循環型社会を構築し、及び脱炭素社会への移行を進めること。

●「横須賀市環境基本計画2030」をはじめ、分野別計画や関連
計画に位置付けた各種施策を実施・推進しています

●大気、水質、土壌などの環境基準の達成・維持のため、各種
施策・調査を実施・推進しています

●「横須賀市環境基本計画2030」の計画体系に基づき、関連計
画や分野別計画との整合を図りながら各種施策を進めること
で、総合的かつ計画的に環境の保全及び創造が図られていま
す

●概ね環境基準が達成・維持されています

(環境基本計画)
第9条　市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、横
須賀市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

●2022年３月に「横須賀市環境基本計画2030」を策定していま
す

2　環境基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)　環境の保全及び創造に関する目標
(2)　環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3)　前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するために必要な事項

●目標、施策の方向のほか必要事項を定めています ●現行計画に基づき、５つの基本目標の達成に向け、基本目
標毎に位置付けた施策の柱に沿った施策を実施しています

3　市長は、環境基本計画を策定するときは、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以
下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、第24条第1項に規定する審議会の
意見を聴くものとする。

●現行計画の策定にあたっては、市民等への意見聴取を行う
とともに、環境審議会へ諮問しています

●様々な立場・分野の方から意見等を聴くことにより、総合的・
実効的な計画を策定することができています

4　市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 ●2022年３月に「横須賀市環境基本計画2030」を公表していま
す

●計画期間に合わせて遅滞なく公表できています

5　前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。 ●計画見直しにあたり、パブリック・コメント手続を予定している
ほか、2024年10月に環境審議会へ諮問しています

●様々な立場・分野の方から意見等を聴くことにより、総合的・
実効的な計画の策定や見直しができています

(環境への配慮等)
第10条　市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、
環境の保全及び創造について配慮しなければならない。

●市の事務事業においても環境配慮の取り組みを促していま
す

●市が一事業者として率先して配慮行動を実践していることを
公表することにより、他事業者等への広がりに寄与しています

2　市長は、前項の配慮を適切に実施するために、環境基本計画に基づき、市民、事業者及び
市が環境の保全及び創造をするために配慮すべき事項を示した指針を策定するものとする。

●市民、事業者、開発行為等事業者に向けた環境配慮に関す
る指針を作成し、公表しています

●市民生活や事業活動における環境配慮が図られています

(年次報告)
第11条　市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況を明らか
にするため、年次報告書を作成し、公表するものとする。

●毎年度「年次報告書」を作成し、公表しています ●市民等への情報提供とともに施策の進捗状況を把握するこ
とができています

(総合調整等)
第12条　市は、次の各号に掲げる事項について総合的な調整を行うことにより、環境の保全及
び創造に関する施策の実効的かつ体系的な推進を図るとともに、戦略的な環境施策を検討
し、かつ、推進するものとする。
(1)　環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2)　環境に著しい影響を及ぼすおそれのある市の施策に関すること。
(3)　その他環境の保全及び創造に関する施策の総合的推進に関すること。

●庁内に「環境総合政策会議」を設置し、環境に関する施策の
推進に際して総合的な調整を図っています

●市全体及び関係部局での意見交換や総合調整を行うことに
より、施策実施の連携・協力が図られています

(規制の措置)
第13条　市は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措
置を講ずるものとする。

●大気・水質等において必要な規制を講じ、立ち入り検査や定
期的な調査等を行っています

●環境基準の達成・維持が図られています

(施設整備等の推進)
第14条　市は、環境の保全に資する廃棄物処理施設その他の公共施設及び良好な環境の保
全と創造による快適な市民生活の保持に資する公園等の整備等を推進するものとする。

●法令等や個別計画・方針などに基づき整備等を推進していま
す

●廃棄物の処理施設やその他の公共施設、公園などの整備・
維持管理などが図られています

環境基本条例（抄）

第3章
環境の保
全及び創
造に関す
る施策等

参考資料



運用状況 実施効果環境基本条例（抄）

(水環境の保全等)
第15条　市は、水環境の保全及び再生に資するため、次に掲げる事項に関する施策を講ずる
ものとする。
(1)　多様な生物が生息し、生育し、又は繁殖するための良好な水辺地の確保
(2)　人と水とのふれあいを図るための施設の整備
(3)　水質の保全及び改善に資するための下水道施設の整備及び合併処理浄化槽の普及の促
進

●「横須賀市環境基本計画2030」などに位置付けた各種施策を
実施・推進しています

●海岸動植物調査や河川水生生物調査、自然環境に配慮した
河川改修や港湾整備、公共下水道の整備や合流式下水道の
改善等により、水環境が確保されています

(水循環の健全化等)
第16条　市は、水循環(水循環基本法(平成26年法律第16号)第2条第1項に規定する水循環を
いう。)の健全化に資するよう、流域における水の貯留及びかん養機能の維持及び向上を図る
ために必要な施策の実施並びに流域の管理を行うために必要な体制の整備等による関係者
相互の連携及び協力の推進に努めるものとする。

●「横須賀市環境基本計画2030」などに位置付けた各種施策を
実施・推進しています

●河川環境や樹林地の保全・維持管理、雨水浸透施設の整備
等により、水の貯留やかん養機能の維持向上が図られていま
す

(気候変動への対応)
第17条　市は、人の活動に伴って発生する二酸化炭素等の温室効果ガスが原因とされる地球
温暖化を主な要因とした気候変動に対応するため、必要な措置を講ずるものとする。

●「横須賀市環境基本計画2030」などに位置付けた各種施策を
実施・推進しています

●再エネ導入・活用や省エネ推進などの緩和策と、自然災害対
策等の適応策の実施により、気候変動による被害の回避・軽減
が図られています

(教育及び学習の振興等)
第18条　市は、市民等が環境の保全及び創造について理解を深め、環境への負荷の低減に
資する活動が促進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興
に寄与する知識の普及等の啓発活動の推進、人材の育成及び相互交流の機会の拡充並びに
環境の保全及び創造に関する広報活動の充実を図るものとする。

●「横須賀市環境基本計画2030」に位置付けた各種施策を実
施・推進しています

●各種プロクラムの提供による学習の機会や場づくり、地域・
学校・事業者との連携・協力の体制づくり、広報・啓発活動など
により、環境教育・環境学習の振興が図られています

(市民等の自発的な活動の促進)
第19条　市は、市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保
全及び創造に関する活動を促進するため、技術的な指導又は助言その他必要な措置を講ず
るよう努めるものとする。

●緑化活動や集団資源回収などの支援に努めています ●補助金の交付や技術的な指導・助言などが活動への支援と
なっています

(情報の提供)
第20条　市は、第18条に規定する環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに
前条に規定する市民等の自発的な活動の促進のため、環境の状況等に関する情報を適切に
提供するよう努めるものとする。

●市の環境関連事業や環境の状況に関する情報を適宜提供し
ています

●市の広報紙、ホームページ・SNSなどを通じて市民等への環
境情報の提供・共有が図られています

(調査の実施等)
第21条　市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況を把握
するとともに、必要な調査及び研究を行うものとする。

●環境の状況を把握するための各種調査等を実施しています ●調査結果や年次報告を取りまとめ公表するとともに、施策実
施等の参考としています

(市民等の意見の反映)
第22条　市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、市民等の意見を反映する
よう努めるものとする。

●パブリック・コメント手続の実施等により意見聴取に努め、市
民等の意見を反映するよう努めています

●いただいたご意見等を精査したうえで、適切に反映させてい
ます

(財政上の措置)
第23条　市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講
ずるよう努めるものとする。

●必要に応じて措置を講じています ●必要に応じて措置を講じています

第24条　環境の保全及び創造に関する基本的事項その他必要な事項について調査審議する
ため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関とし
て、横須賀市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

●適切な審議会運営に努めています ●様々な立場・分野の委員からの幅広い視点による意見等を
踏まえ、環境施策を実施しています

2　審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1)　環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2)　他の条例の規定によりその権限に属させられた事項
(3)　前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項

3　審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項について、市長に意見を述べることが
できる。

4　審議会は、委員20人以内をもって組織する。
5　審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
6　審議会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置くことができ
る。
7　前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第3章
環境の保
全及び創
造に関す
る施策等

第4章
環境審議
会
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• 計画の位置付けと他計画との関係

• 計画策定以降の環境行政の動き

• 計画見直しの方針
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１ 計画の位置付けと他計画との関係

環境基本計画2030の概要

計画の策定根拠

環境基本条例第９条

計画の性格と役割

本計画において示す方向性が、環境活動に
取り組む各主体の共通認識となるよう、
本市の目指す環境の姿を広く示す役割を担う

計画の位置付け

• 上位計画「YOKOSUKAビジョン2030」
(横須賀市基本構想・基本計画)の環境分野の
分野別計画

• 「環境教育等による環境保全の取組の促進に
関する法律」（環境教育等促進法）第８条に
基づく行動計画として位置付け

• みどり政策、地球温暖化対策、一般廃棄物に
ついては、個別計画を策定し各種課題に対応

環境行政の推進にあたっては、他の個別計画との連携・調整が不可欠

⇒分野別計画における具体的な取り組みや施策を一体となって推進することにより、総合的かつ計画的に環境行政を推進
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２ 計画策定以降の環境行政の動き

➢ 第六次環境基本計画（2024年５月閣議決定）

→ ウェルビーイング／高い生活の質、循環共生型社会

➢ 生物多様性国家戦略2023-2030（2023年３月閣議決定）

→ ネイチャーポジティブ、30by30目標

（１）国内の動向

（２）横須賀市の動向

➢ ゼロカーボンシティよこすか2050アクションプラン

→ 削減目標見直し、指標・取り組み見直し、促進区域の検討

➢ 横須賀市みどりの基本計画

→ 計画期間終了に伴い新計画を策定、生物多様性地域戦略の検討

➢ 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

→ 基準年度の見直し、数値目標の見直し、施策の分類の見直し
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３ 計画見直しの方針

1. 各分野別計画の見直しや改定を踏まえ、他計画との整合を図る目的での

部分的な見直しとしたい。

2. 見直しの対象は「第４章 基本目標の実現に向けた施策の展開」の

「基本目標達成の目安となる指標」及び「施策の方向と実現に向けた

取り組み」としたい。

• 2029年度（令和11年度）指標について、各分野別計画との整合を図る

• 「施策の方向」は現状維持し、実現に向けた取り組みについて、新たに記載すべき

取り組みの有無などを含め記載内容の見直しを行いたい

（個別施策については従前どおり計画の進行管理の中で確認・対応していく）

計画の構成（環境基本計画2030概要版 P.1）

今回の
見直し対象
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計画の体系図【計画書P.30～P.31】
（環境像、基本目標、施策の柱、施策の方向、リーディングプロジェクト）

計画の体系は現状維持とする
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見直し対象

施策の柱と施策の方向【計画書P.32～P.71】
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2029年度（令和11年度）指標

基
本
目
標
１

■ 緑被率（みどりの総量）の維持・向上をめざします：54.5％

■ 近郊緑地保全区域を維持します：1,012ha

■ 都市公園面積を維持し、適切な配置をめざします：571ha

基
本
目
標
２

■ 公共施設における電気の再生可能エネルギー化を推進します：50％

■ エネルギー消費量の削減をめざします：2013年度比18％削減

■ 温室効果ガス排出量の削減をめざします：2013年度比43％削減

基
本
目
標
３

■ ごみの排出量を削減します：111,222ｔ(2020年度比11.4％削減)

■ ごみの資源化率を向上します：33.6％（2020年度比0.1％向上）

基
本
目
標
４

■ 大気に関する環境基準を達成します(光化学オキシダントを除く)：100％

■ 水質に関する環境基準を達成します（BOD・COD）：100％

■ 生活排水処理率の向上をめざします：98％

■ 騒音に関する環境基準を達成します：100％

■ ダイオキシン類に関する環境基準を達成します：100％

基
本
目
標
５

■ 環境教育指導者登録数の増加をめざします

■ 里山ボランティア加入者の増加をめざします

■ 市内の小学校で自然体験学習の機会を提供します：40校(年間５校)

■ 環境教育・環境学習のカリキュラムの充実を図ります

みどりの基本計画
（生物多様性地域戦略）の
指標との整合
（みどり政策推進部会で計画改定審議中）

ゼロカーボンシティよこすか
2050アクションプランの
指標との整合
（温暖化対策推進部会で計画改定審議中）

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の
指標との整合
（廃棄物減量等推進審議会で計画改定

審議中）

基本目標４、基本目標５は
現時点では現状維持を想定

基本目標達成の目安となる指標（抜粋）
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見直し対象

施策の方向は維持

部会等における審議状況を
注視しながら見直しを進める



 横須賀市は、新たなふ頭計画の内容を決めるにあたって環境へどのよう
に影響を及ぼすか、周辺の環境を調査した上で、将来の環境影響を予測・
評価し、その結果をとりまとめ広く公表していきます。
 そして、公表した結果に対する地域にお住まいの方や関係者のみなさま
からのご意見を踏まえ、環境保全の観点からより良い計画を作っていきます。
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0 0.2 0.4 1.0 2.0km

現在はこの手続段階です。

実施計画書

予測評価書案

予測評価書

環境影響評価手続きの流れ 実施計画書の内容決定までの流れ

県から市へ実施計画書に対する審査意見書送付

市は審査意見書の内容を尊重して、次の手続
段階へ進みます。

住民の意見審査会の意見
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事業実施区域

①

②⑪⑬

⑫
③

⑨
⑨ ⑩

④
②

⑦

⑧

⑤

⑥

凡例

ふ頭用地

港湾関連用地

埋立範囲
17.2ha
浚渫範囲
 12.1ha

交通機能用地
( 道路 )
既存ふ頭用地内
緑地
緑地
( 既存改良 )
道路

■�事業の名称
■�事業者の名称   横須賀市
■�代表者の氏名   上地 克明
■�対象事業の種類  公有水面の埋立て
■�対象事業の規模
      � 

( 仮称 ) 横須賀港新港地区公有水面埋立事業とは
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対象事業実施区域の位置

工事計画

凡例

事業実施区域

泊地浚渫

埋立 ( 土砂投入 )

用途変更
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環境影響評価項目の選定
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凡例
事業実施区域
埋立区域
浚渫区域

地上気象
騒音・振動
景観

安全

陸域における調査位置

凡例
海域における調査位置

事業実施区域
埋立区域
浚渫区域
水質
底質
潮間帯生物

魚介類
藻場、魚介類
鳥類

調査位置図
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評価の手法

②環境影響の回避又は低減に係る評価

①国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性に係る評価

�粉じん等

�騒音

�水質汚濁

�振動

�水象（海域）

�温室効果ガス

�廃棄物

�発生土

�交通

��粉じん等の把握

��道路交通騒音や通過交通量等の把握

��水質や底質の把握

��道路交通振動や地盤状況の把握

��既往調査データの整理

��眺望点からの写真撮影等

��工事計画やレクリエーション資
��源の利用状況等の整理

��工事計画等の整理

��大気汚染物質の濃度や気象�( 風向、風���
��速、日射量、放射収支量 ) の把握

��海生生物や藻場の把握
��鳥類の飛来状況の把握

��方向別交通量等の把握

調査・予測の手法
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実施計画書の縦覧について
実施計画書の縦覧場所

実施計画書の縦覧期間

実施計画書のインターネットによる公表

意見書の提出について

ご質問・お問合わせ先

実施計画書説明会の開催場所及び日時

横須賀市役所

市役所北口駐車場

ヴェルク
よこすか

平和中央公園

横須賀中央駅

米軍基地

緒明山公園

東京九州フェリー
横須賀フェリー
ターミナル
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